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1. はじめに 

 

本書は、「舞多聞西３丁目（てらいけプロジェクト）地区緑地協定」(以下、「協定」と

いう。)第７条（4）で規定する「てらいけ樹木保全の手引き」です。 

 

協定第７条（2）及び（3）において、協定区域内の樹木の伐採が規制されていますが、

併せて、『樹木管理・育成や病害虫駆除のための伐採の他、保全に必要な整枝、間伐及び

下草刈り等(以下、「保全管理」という。)は行うこと』とされています。 

 

本手引きは、皆さま（協定第６条の「土地の所有者等」をいう。）がご自宅の樹林地の

保全管理に取り組む際に参考にして頂くことによって、円滑により良い樹木管理が行え

るよう、てらいけの特性等を踏まえて作成されたものです。 

 

今後、皆さまが実践された経験や新たな知見が示される等により、必要に応じて、協

定第８条の舞多聞西３丁目（てらいけプロジェクト）地区緑地協定運営委員会（以下、

「運営委員会」という。）において加筆、修正を行って頂き、協定区域のより良好な保全

管理に役立つ手引きとなることを期待します。 

 

 

2. てらいけの樹林地の現状 

 

（１）ガーデンシティ舞多聞てらいけプロジェクトの概要 

ガーデンシティ舞多聞の前身は旧神戸市営舞子ゴルフ場です。当ゴルフ場は阪神淡路

大震災を機に営業休止となり、その後、神戸市から開発要請を受けた UR都市機構（当時

は住宅・都市整備公団）によって土地区画整理事業が進められました。 

 

てらいけプロジェクトは、そのガーデンシティ舞多聞の西端エリアに位置する、ゴル

フ場時代の地形と樹林を活用したユニークな自然住宅地プロジェクト（162区画）です。

本手引きの対象とする協定区域は、このうち宅地内に樹林地を有する 63区画です。 

 

（２）てらいけ樹林地の概要 

① 既往の資料から推測される歴史 

 いわゆる里山に存する薪炭用のアカマツ林（昭和 20年ごろまで） 

 ⇒ その後放置され遷移開始 

 ⇒ ゴルフ場造成のために伐採され、アカマツ林の区域は減少（伐採跡地は低木化） 

 ⇒ ゴルフ場時代、マツ枯れ病によりアカマツ林が衰退 

 ⇒ 次世代のコナラ・アベマキ・クヌギのナラ類（以下「コナラ等」）の林に遷移 

 ⇒ 現在に至る 
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② 現状 

てらいけ樹林地で伐採したコナラ等の年輪は 40〜50を数えることができます。また樹

高は 10～15ｍ以上となり現在も成長を続けています。林下には次世代の常緑広葉樹の中

木層が密生し、林床への日照を減少させています。林床部は上部の樹林密度の大小によ

りササやシダ類が密・疎生し、地表部は落ち葉の堆積等のために草本等の植生状況は単

純化しています。 

なお、てらいけ樹林地のコナラ等はナラ枯れの適齢樹木でもあり、今後ナラ枯れの注

意が必要です。（ナラ枯れについては、4.（1）をご参照ください。） 

 

（３）てらいけ樹林地の現地調査 

UR都市機構では、樹林地保全の基礎データを得るため、平成 24年に以下の現地調査を

行いました。 

 

① 概略林相調査 

概略林相調査に基づき、下表の林相分類を行い、次ページの【資料１】「てらいけ樹林

地林相概要図」を作成しました。 

 

＜表１＞ 

林 相 分 類 

分類 
特徴 概要図 

区分 高中木層 低木層 林床 

ウバメガシ林 

（常緑中木） 

ウバメガシの中木を主体

にｺﾅﾗ、ｶｸﾚﾐﾉ等混生 
低木密or疎 密or疎 １ 

コナラ林 

（落葉高木） 

コナラ類の高木を主体に

ｶｸﾚﾐﾉ、ｿﾖｺﾞ等混生 

低木密 密or疎 ２ 

低木疎 密or疎 ３ 

コナラ林 

（落葉中木） 

コナラ類の中木を主体に

ｶｸﾚﾐﾉ、ｿﾖｺﾞ等混生 

低木密 密or疎 ４ 

低木疎 密or疎 ５ 

エノキ林 

(落葉中高木) 

エノキ、ﾑｸﾉｷ、ｺﾅﾗ類、ｳﾊﾞ

ﾒｶﾞｼ等の中高木混生 
低木密 疎 ６ 

常緑低木林 － ﾔﾏﾓﾓ、ｿﾖｺﾞ等の低木主体 密 ７ 

落葉低木林 － ﾊｾﾞ、ｱｶﾒｶﾞｼﾜ等の低木主体 密or疎 ８ 

造成地 
－ 植栽木の低木主体 低茎草地 １０ 

－ 裸地 １１ 

 

② 既存樹木の毎木調査及び造成地植栽樹木調査 

既存樹木の毎木調査及び造成地植栽樹木調査により、画地別の樹林地平面図・樹木リ

スト・樹林地カルテ（以下、「画地別樹木台帳」という。）を作成しました。 

（画地別樹木台帳は、UR 都市機構から資格確認時に提供された宅地品質管理台帳に収

録されています。また、運営委員会は協定区域全画地分の画地別樹木台帳を保管するも

のとします。） 
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【資料１】 「てらいけ樹林地 林相概要図」 

 

※当資料はH24.7に実施された調査に基づくものであり、現状とは異なる場合があります。 
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3. 樹林地の保全管理とは 

 

① 定期的な保全管理 

・日常的な観察、夏場のナラ枯れの兆候監視 

・林床部の下草刈など 

 

② 樹林地を改善するための当初保全管理 

・小径木の伐採（1～3年間）と萌芽枝の伐採（その後概 5年ごと） 

・植栽木の育成 

・ツツジ類の剪定など 

 

③ 目標とする将来像を実現するための保全管理 

・混み合っている高木の間伐、樹種の選択的除伐 

・植栽木の選択的除伐 

・萌芽更新のための初期伐採・定期的伐採 

・樹種転換のための伐採及び転換樹木の植栽など 

 

④ 安全等にかかわる保全管理 

・枯損木、生育不良木、損傷木の適宜伐採処分 

・災害誘発木の伐採、剪定 

・落葉落枝の林床清掃など 

 

樹林地の保全管理は、相手（樹木、樹林）をよく知り、安全に、根気よく、楽しく、そ

して柔軟に付き合って行くことが大切です。 

 

画地別の詳細の保全管理については、「画地別樹木台帳」をご参考ください。 

 

 

4. 樹林地の保全管理に関する課題と対応 

 

樹林地の保全管理にあたっては、下記についても、知っておく必要があります。 

（１）ナラ枯れについて 

てらいけ樹林地を代表する樹木は、コナラとその仲間のアベマキ、クヌギたちです。

これら現代の里山を代表とする樹木は近年ナラ枯れの被害が確認されており、てらい

け樹林地の保全管理においても避けて通れない現象です。 

そこで、ナラ枯れの基礎知識及び対応について【資料２】「ナラ枯れについて」にま

とめましたので、ご参考ください。 
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【資料２】 「ナラ枯れについて」 

 

 
  

・「ナラ枯れ（正式名称：ブナ科樹木萎凋病）」は、ナラ類、シイ・カシ類の樹木を枯らす病原菌と、その病原菌

を媒介する昆虫とによる「樹木の伝染病」です。病原菌は「ナラ菌（ラファエレア菌）」と呼ばれる糸状菌（カビ）

の仲間で、媒介昆虫は体長5mmほどの甲虫、カシノナガキクイムシ（以下「カシナガ」という）です。 

・自然に被害が終息する状況にはありません。被害の拡大が著しいことから、カシナガは森林病害虫等防除法で

法定害虫に指定されています。 

・ナラ枯れ被害が著しいナラ類やシイ・カシ類は身近な森林を形成する代表的な樹木です。 

・カシナガやナラ菌を根絶することは、膨大なコストをかけても困難ですし、かえって森林生態系を損ないかね

ません。ある程度のナラ枯れ被害は許容しつつ、「被害区域の拡大をくい止める（予防）」、「増加したカシナ

ガの数を減らす（駆除）」、「被害を受けやすい高齢・大径木林の積極的な利用と更新管理（森の若返り）」、

といった視点で被害対策に取り組む必要があります。 

「ナラ枯れ被害対策マュアル」（平成 24年 3月一般社団法人日本森林技術協会）から抜粋及び編集 
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対応 

Ⅰ.ナラ枯れの観察：７〜１０月 カシノナガキクイムシが飛来、穿入、根元に木屑発生。 

Ⅱ.情報提供及び対策相談：被害木を見つけたら、兵庫県の森林林業技術センター等に報告及び相談。 

Ⅲ.防除作業：翌年の5月まで防除や予防作業を実施。 

兵庫県 ナラ枯れ啓発チラシより抜粋 
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（２）災害誘発木について 

大径で樹高の高い樹木は、強風により倒木した場合、周囲の住宅や工作物等に損害を

与えてしまいます。病虫害等による枯木、頭でっかちな高木、傾いている樹木は倒木が

予想されますので、日々の観察を通じて樹木の健全度に留意することが必要です。特に

コナラ等の大径木のナラ枯れは要注意です。 

なお、予防処置として敷地境界沿いのコナラ類の高木（樹高概ね 10ｍ以上）はあらか

じめ伐採を行っています（画地別樹木台帳に記載）。 

 

（３）保全管理費用について 

保全管理のうち、草刈りや小径木の伐採等は自らで行うことができますが、大径木で

樹高の高い樹木の伐採や剪定は、危険を伴うので専門家に委ねることになります。 

保全管理計画を立てる際の目安として頂くため、高木の伐採費用の例を下表に示しま

す。 

   ＜ 参考 高木の伐採概算費用（1本当たり）＞ 

樹木の規格 

（幹の目通し周） 

概算費用 

60cm〜90cm 約 6万円 

90cm〜120cm 約 11万円 

120cm〜150cm 約 17万円 

150cm〜200cm 約 24万円 

200cm〜250cm 約 33万円 

 

※「公園・緑地の維持管理と積算」（著者：公園･緑地維持管理研究会、出版社：一般

財団法人経済調査会）の歩掛を参考とし、想定経費 50％で試算。 

※費用は人力で伐採し樹林地から運び出しまで。伐採木の処分費は計上していません。 

※数量及びクレーン等機械併用等の条件により、費用の増減があります。 
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